
資
料
収
集
の
指
針 

（
平
成
五
年
六
月
十
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

改
正 

平
成 

十
二
年
九
月
二
十
二
日
館
長
決
定
第
八
号 

同 
 

十
四
年
三
月
三
十
一
日
同 

 
 

第
二
号 

同 
 

十
九
年
三
月
二
十
八
日
同 

 
 

第
三
号 

同 

二
十
二
年
四
月 

 

一
日
同 

 
 

第
二
号 

同 

二
十
五
年
六
月
二
十
一
日
同 

 
 

第
五
号 

同 

二
十
九
年
三
月 

 

十
日
同 

 
 

第
二
号 

  

国
立
国
会
図
書
館
図
書
収
集
の
指
針
（
昭
和
四
十
六
年
館
長
決
定
第
二
号
）

の
全
部
を
改
正
し
、
平
成
五
年
六
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
収
集
の
目
的
及
び
基
本
方
針
） 

１ 

図
書
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
（
以
下
「
資
料
」
と
い
う
。
）
及
び
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
発
信
さ
れ

た
資
料
と
同
等
の
内
容
を
有
す
る
情
報
（
以
下
「
電
子
情
報
」
と
い
う
。
）

の
収
集
は
、
時
代
の
進
展
に
対
応
し
た
蔵
書
の
構
築
を
図
り
、
も
っ
て
国
立

国
会
図
書
館
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
立
国
会

図
書
館
（
以
下
「
館
」
と
い
う
。
）
の
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
行
う
も

の
と
し
、
国
内
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
文
化
財
及
び
情
報
資
源
と

し
て
広
く
収
集
し
、
外
国
の
資
料
並
び
に
国
内
及
び
外
国
の
電
子
情
報
に
つ

い
て
は
、
選
択
的
に
収
集
す
る
。 

（
国
内
の
資
料
及
び
電
子
情
報
） 

２ 

新
た
に
刊
行
さ
れ
、
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
た
国
内

の
資
料
は
、
発
行
者
か
ら
の
寄
贈
若
し
く
は
遺
贈
、
法
第
二
十
四
条
か
ら
第

二
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
納
入
又
は
法
第
二
十
五
条
の
三
若
し
く
は

第
二
十
五
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
記
録
に
よ
る
ほ
か
、
利
用
と
保
存
の
た

め
複
数
部
数
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
購
入
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
収
集
し
、
未
収
の
国
内
の
資
料
は
、
購
入
、
寄
贈
、
寄
託
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
化
、
電
子
化
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
収
集
に
努
め
る
。
国
内
の
電

子
情
報
は
、
館
が
そ
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
必
要
又
は
有
用
と
認

め
る
も
の
を
選
択
的
に
収
集
し
、
又
は
利
用
を
図
る
。 

（
外
国
の
資
料
及
び
電
子
情
報
） 

３ 

外
国
の
資
料
及
び
電
子
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
主
題
又
は
分
野
に
特
に
留

意
し
て
、
購
入
、
国
際
交
換
、
寄
贈
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
選
択
的
に
収
集

し
、
又
は
利
用
を
図
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
館
が
そ
の
提
供
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
た
め
に
必
要
又
は
有
用
と
認
め
る
電
子
情
報
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

利
用
を
図
る
こ
と
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
令
・
議
会
資
料 

二 

日
本
関
係
資
料 

三 

参
考
図
書 

四 

科
学
技
術
関
係
資
料 

五 
国
際
機
関
及
び
外
国
政
府
関
係
資
料 

六 

児
童
書
及
び
そ
の
関
連
資
料 

七 

ア
ジ
ア
を
主
題
と
す
る
資
料 

 



（
立
法
関
係
資
料
等
） 

４ 
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
会
議
員
の
職
務
の
遂
行
に
資
す

る
た
め
の
資
料
又
は
情
報
は
、
そ
の
形
態
、
種
類
等
に
か
か
わ
ら
ず
で
き
る

限
り
速
や
か
に
収
集
し
、
又
は
利
用
を
図
る
。 

（
複
製
に
よ
る
蔵
書
の
維
持
） 

５ 

収
集
し
た
国
内
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
蔵
書
と
し
て
の
原
資
料
の
保
存
又

は
適
切
な
利
用
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
、

電
子
化
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
複
製
を
行
う
。 

（
契
約
に
基
づ
く
利
用
の
制
限
） 

６ 

購
入
、
寄
贈
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
収
集
す
る
資
料
及
び
電
子
情
報

（
第
四
項
に
規
定
す
る
資
料
又
は
情
報
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
契
約

に
基
づ
い
て
利
用
の
制
限
を
す
る
場
合
に
は
、
館
が
収
集
し
た
資
料
及
び
電

子
情
報
が
、
国
民
の
文
化
財
と
し
て
蓄
積
し
、
そ
の
現
状
を
保
存
し
て
将
来

に
わ
た
っ
て
広
く
国
民
に
公
開
し
、
そ
の
利
用
に
供
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
図
書
館
等
と
の
協
力
） 

７ 

資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
全
国
の
各
種
図
書
館
又
は
資
料
所
蔵
機
関

と
必
要
な
情
報
を
交
換
し
、
収
集
協
力
の
体
制
の
確
立
を
図
る
。 

（
資
料
収
集
方
針
書
の
作
成
） 

８ 

こ
の
指
針
に
基
づ
き
、
収
集
す
べ
き
資
料
及
び
収
集
し
又
は
利
用
を
図
る

べ
き
電
子
情
報
の
形
態
、
種
類
、
範
囲
、
言
語
、
主
題
及
び
優
先
順
位
並
び

に
そ
の
他
収
集
に
あ
た
っ
て
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
資
料
収
集
方
針
書
を

別
に
定
め
る
。 

（
指
針
の
改
正
） 

９ 

こ
の
指
針
は
、
利
用
者
の
要
請
、
出
版
物
の
多
様
化
、
印
刷
技
術
又
は
情

報
通
信
技
術
の
発
展
等
に
対
応
し
て
、
お
お
む
ね
五
年
毎
に
見
直
し
、
必
要

な
改
正
を
行
う
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
二
年
九
月
二
十
二
日
館
長
決
定
第
八
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
館
長
決
定
第
三
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日
館
長
決
定
第
五
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
三
月
十
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


